
東松監査告示第４号 

 

　令和８年３月１８日付け東松監査告示第１号で公表した令和７年度定期監査結果

報告について、東松島市長から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条

第１４項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により、別

紙のとおり公表します。 

 

令和８年４月１５日 

 

東松島市監査委員　　土井　一朗 

 

東松島市監査委員　　土井　光正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東松総務第１５０６号　 

令和８年３月３１日　 

 

 

　東松島市監査委員　土井　一朗　様 

東松島市監査委員　土井　光正　様 

 

 

東松島市長　渥美　巖 

 

 

令和７年度定期監査結果に係る措置について（通知） 

令和８年３月１８日付け東松監査第６２号で指摘がありましたこのことについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、下記のとおり措置を講じたことを通

知いたします。 

 

記 
 

指摘事項 

法令（条例、規則その他の規程を含む。）に違反したもの又は不当なもので重大なもの。 

 

 

 

 内　　容 措置状況
 【対象部課】 

　建設部建築住宅課 

【項　　目】 

　（債）令和６年度図書館増築・改修工事の

前払金支払い遅延 

【内　　容】 

　工事請負契約約款第３７条第４項では、

「発注者は、第１項の規定による請求があっ

たときは、請求のあった日から１４日以内に

前払金を支払わなければならない。」と定め

ている。本工事では、前払金１０３，１８０，

０００円について、令和６年７月１７日に請

求書を受理したが、請求書受理から１６日目

の令和６年８月１日に支払っていた。この行

為は、工事契約における契約違反である。 

ついては、再発防止に向けた対策を講じら

れたい。

本件前払金は請求のあった日（令和６年７

月１７日）から１４日以内（令和６年７月３

０日まで）に支払うべきでありましたが、担

当者が財務会計システム上に自動計算で表

示された会計課支払日（令和６年８月１日）

を前払金支払期限と誤認したことから、支払

遅延が発生しました。 

担当課では、再発防止策として、令和８年

度より支払審査用チェックリストを新たに

作成し、起案時及び決裁時に複数名で厳重に

確認する体制を構築することとしておりま

す。 

本件と同様の事案が発生しないよう庁内

に周知し、適正な会計事務の徹底を図ってま

いります。


